
「道の駅」の設置者、登録方法

○「道の駅」は、市町村又はそれに代わり得る公的な団体が設置

○登録は、市町村等からの登録申請により、国土交通省で登録

○整備の方法は、道路管理者と市町村等で整備する「一体型」と

市町村等で全て整備を行う「単独型」の２種類

道路管理者整備市町村等整備

整備主体と整備内容

令和6年2月16日時点

｢道の駅｣総数1,213駅

うち一体型：665駅(55%)

うち単独型：548駅(45%)
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